
注意：当該情報は更新時点における情報です。最新情報は排出事業者が自らの責任として確認をしてください。

処理・リサイクル事業の特徴

事業者から

受入物・処理後物（製品）の概要等

処理後残渣の概要等

黒川郡大衡村大森字三百刈田13-1 全景・外観
TEL： 022-345-6661 FAX：

様式第４号

リサイクル等事業者情報
新規登録・更新日 令和８年４月１日

会社名 協業組合 仙台清掃公社 事業所名称 RPF製造工場
所在地 〒 981-3605

022-345-6663

主な廃棄物・受入物の名称等
受入条件（大きさ・材

質・汚れ等）
処理方法

主な処理後の用途・製品名
（品質管理の基準等）

廃プラスチック類 破砕・圧縮固化 固形燃料化(塩素濃度0.3％以下等)

環境配慮：
令和7年6月、仙台事業所内に太陽光パネルと蓄電池を設置し、EVトラック・パッカー車への自然エネ
ルギーによる充電運用を開始。廃棄物収集におけるCO2排出量実質ゼロの実現に向けて自然エネル
ギー活用モデルの構築を目指しています。

一言宣言：廃棄物の収集運搬、処理、リサイクルなどの事業を通じて、だれよりも「きれい」について考えています。

得意分野：
廃棄物の処理及びリサイクル(リサイクル項目：廃プラ(RPF製造、発泡スチロールの溶融・固化、ペット
ボトルの選別・圧縮・梱包)、紙類(段ボール、雑紙、シュレッダー屑)等。

Webサイト https://www.ss5383.com/
処理等の
連絡先

TEL:022-345-6661
FAX:022-345-6663

廃プラスチック類・紙くず・木くずをRPF化し、石炭の代替燃料と
して製紙工場へ供給しております。
供給先からはRPFの品質を高く評価していただいております。
自社で収集運搬した廃棄物だけでなく、同業者様・排出事業
者様の直接持ち込みも承っております。

企業経歴：
昭和44年4月設立(6社のし尿汲み取り業務を協業して発足)。令和元年に創立50周年を迎える。
令和7年3月には廃蛍光管破砕施設及び廃電池分級施設を開設。

受入状況 主な処理後物･製品保管施設

一般廃棄物（廃プラ・紙くず） 破砕・固形化 固形燃料化(塩素濃度0.3％以下等)

状態・名称等 処理方法等

複数条件あり。ご相談ください。
紙くず 破砕・圧縮固化 固形燃料化(塩素濃度0.3％以下等)

木くず 破砕・圧縮固化 固形燃料化(塩素濃度0.3％以下等)



注意：当該情報は更新時点における情報です。最新情報は排出事業者が自らの責任として確認をしてください。

許可等の内容

環境関係の認証等 電子マニフェスト 情報開示状況
ISO 14001 , 9001 , 50001 電子マニフェスト対応
みちのくEMS 決算書の開示
エコアクション21 さんぱいくん

優良さんぱいナビ

許可権者 宮城県

破砕・圧縮固化
破砕

●破砕・圧縮固化…廃プラスチック類、紙くず、木くず
(40t/日)
●破砕…廃プラスチック類、金属くず(100t/日)
廃プラスチック類(2.4t/日)

優良認定 有 ・ 無

許可番号 00423003527

産業廃棄物処分業 ※印は、特記事項あり。詳しくは事業者にお尋ねください。
区   分 処理方式 品目・処理能力等

特別管理産業廃棄物処分業
区   分 処理方式 品目・処理能力等

許可権者 －
ー ー優良認定

許可権者 宮城県

積替え又は保管行
為を除く

燃え殻、汚泥、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、
木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラス
くず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、家
畜ふん尿、ばいじん
これらのうち石綿産業廃棄物を含む。水銀使用製品産業
廃棄物を含む。水銀含有ばいじん等を除く。廃プラスチック
類、金属くず並びにガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器く
ずは、自動車等破砕物を含む。

優良認定 有 ・ 無

許可番号 00400003527

－
許可番号 －

産業廃棄物収集運搬業 ※印は、特記事項あり。詳しくは事業者にお尋ねください。
区   分 処理方式 品目・処理能力等

許可権者 宮城県
積替え又は保管行

為を除く

廃油(産業廃棄物である揮発油類、灯油類及び軽油類)、
廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のもの)、廃アルカリ(水素
イオン濃度指数12.5以上のもの)、感染性産業廃棄物 ※
特定有害産業廃棄物を含む

優良認定 有 ・ 無

許可番号 00450003527

県外 山形県、福島県、岩手県、青森県、栃木県など全11県(宮城県を除く)から収集運搬業許可を取得。

特別管理産業廃棄物収集運搬業 ※印は、特記事項あり。詳しくは事業者にお尋ねください。
区   分 処理方式 品目・処理能力等

許可権者 大衡村
中間処分

①容器包装リサイクル法に基づく一般廃棄物(廃プラスチッ
ク類に限る)②事業系一般廃棄物(紙くずに限る)許可番号 第23006号

県外 山形県、福島県、岩手県、秋田県、青森県など全12県(宮城県を除く)から収集運搬業許可を取得。

一般廃棄物処理業 ※印は、特記事項あり。詳しくは事業者にお尋ねください。
区   分 事業の区分 品目・処理能力等

許可番号 221030000189号

見学の受入

県外 岩手県、福島県

古物商
区   分

許可権者 宮城県公安委員会


